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輸出令別表第 2 の 36 項関連通達改正への意見提出は「勇み足」 

 

 本稿は 2015 年 6 月 27 日に発表された通達「絶滅のおそれのある野生動植物等に係る輸出

許可書の申請手続等について」の改正案への私の意見提出結果をまとめたものです。 

 私の意見は「別表第 2 の許認可ならば“輸出承認”なのに“輸出許可書”という表現でよい

のか」というものでした。 

 当局の 9 月 18 日付け結果報告から、私の意見に事実誤認があることが判明し、恥ずかしい

思いを致しました。（9.18 施行の正式版では「通達タイトルの表現を“輸出許可書等”に変更」

という対応で私の意見を部分的に採用されたようにも見えますが、こちらの顔を立ててくれた、

ということではないでしょう） 

  

 とはいえ今回の「勇み足」箇所はこみいったところがありまして、間違えた本人が言うのも

何ですが、一般の方がちょっと当局見解を御覧になっただけでは分かりにくいかと思います。

そこで以下「敗戦の解説」を致します。 

 

１．失敗の核心 

 私の失敗は、経産省における輸出許可書といえば、安全保障目的での「外為法 48 条 1 項に

基づくもの」しかないという思い込みにありました。ところが実は「外為法 48 条 1 項由来で

ない輸出許可」が存在したのです。 

 それが今回の通達タイトルに登場する「絶滅のおそれのある野生動植物等に係る輸出許可書」

です。それを「別表第 2 ならば輸出承認しかない」と思い込んだ私は見落としていたわけです。 

 敗因は以上の通りですが、「なぜそこに輸出許可書が登場するのか」ピンと来ない方もおら

れましょう。次節でもう少し詳しい話を致します。 

 

２．「外為法 48 条 1 項由来でない輸出許可」とは何だ？ 

 それは「ワシントン条約に基づく輸出許可」です。書式は 4/5 頁を御覧下さい。 

 その主たる用途は日本での輸出通関ではありません。書式（4/5 頁）にあるタイトル「日本
．．

国
．
許可・証明書」から察せられるように、「外国機関への証明」が本来の意義なのです。（だか

ら英和文併記となっています） 

 何を「証明」するのか？ 仕向国の輸入手続きに当たっては、たとえばそれが違法に自然界

から持ち去られた（密猟など）ものでないことを示すために、輸出国政府からの証明書が必要

になるのです。 

 では日本での輸出通関時にはどうするのか？ 「輸出承認書」（外為法 48 条 3 項に定める）

と一緒に「ワシントン条約に基づく輸出許可」も税関に提示し、Endorse を受けます。 

それにより「日本政府が輸出を OK し、正規に日本の税関を通った」ということが仕向国に 

証明されるわけです。 

 従って輸出者は、（外為法 48 条 3 項による）「輸出承認書」と、（ワシントン条約による）「輸
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出許可・証明書」を二重に取得しなければなりません。手続きは「輸出承認」を申請する際に

「輸出許可・証明」の申請書類を添付して行います。 

今回改正された輸出注意事項 55-17「絶滅のおそれのある野生動植物等に係る輸出許可書の

申請手続等について」という通達は、上記手続きのうち「輸出許可・証明」の申請について述

べたものだったのです。 

言葉だけだと頭に入りにくい（私も忘れそう）なので、図にしておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．提出意見への経産省見解（9.18 結果報告による） 

【提出意見】 

 今回改正される通達は「輸出令別表第２品目の輸出承認手続」を定めるものであり、「輸出

許可」は対象手続としていないため、「輸出許可書」を「輸出承認書」に改めるべきだと考え

ます。 

【経産省見解】 

 御指摘のとおり、野生動植物の種の国際取引に関する条約（以下「ワシントン条約」とい

う。）の附属書Ⅰ又はⅡに該当する動植物等、すなわち、輸出貿易管理令別表第２の３６の項

に規定する貨物の輸出に当たっては、同令第２条第１項に規定する経済産業大臣の承認を受

ける必要があります。 

 当該承認の申請に当たっては、輸出注意事項２４第１４号「絶滅のおそれのある野生動植

物等の輸出承認について」に規定されているとおり、「本申請と併せ、…（中略）…条約に基

づく輸出許可申請の手続きを行う」必要があり、輸出注意事項５５第１７号「絶滅のおそれ

のある野生動植物等に係る輸出許可書の申請手続等について」に規定する審査基準を満たす

場合のみ承認されます。 

今般の改正案は、後述の注意事項５５第１７号「絶滅のおそれのある野生動植物等に係る

輸出許可書の申請手続等について」に係るものであり、御指摘の「輸出許可書」の記載は正

確な表現となります。よって、原案のとおりとさせていただきます。 

【参考】 

・輸出注意事項２４第１４号 「絶滅のおそれのある野生動植物等の輸出承認について」 

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/download/export/2015/20150324_087_ex.pdf  

・輸出注意事項５５第１７号 「絶滅のおそれのある野生動植物等に係る輸出許可書の申請

手続等について」 

  http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/download/export/2015/20150324_088_ex.pdf  

経産省申請 

輸出通関 

仕向国 

｢輸出承認｣「輸出許可・証明書」取得 

税関で｢輸出承認｣「輸出許可・証明書」を
提示・Endorse 受ける 

Endorse された「輸出許可・証明書」を 
提示して輸入手続き 

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/download/export/2015/20150324_087_ex.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/download/export/2015/20150324_088_ex.pdf
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＜附録＞ 「輸出許可・証明」の書式 
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